
 

上尾市消防本部訓令第１号  

消 防 本 部     

消防署（分署を含む。）     

上尾市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程の一部を改正する訓令を

次のように定める。  

令和７年３月２５日  

上尾市消防長   中  山  一  之   

 

上尾市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程の一部を改正する訓

令  

上尾市消防職員の勤務時間等の特例に関する規程（平成１５年上尾市消防

本部訓令第１号）の一部を次のように改正する。  

第１条中「昭和６１年消防本部訓令第６号」を「昭和６１年上尾市消防本

部訓令第６号。以下「服務規程」という。」に、「各種団体との交渉、公共

工事等の事業の説明会その他の業務で市民の都合等によりそれを行う時間が

決定されるもの（以下「他律的業務」という。）に従事する場合等」を「服

務規程第８条第１項第１号に規定する勤務時間以外の時間における業務（以

下「通常の勤務時間以外の時間における業務」という。）に従事する場合」

に改める。  

第２条の見出しを「（通常の勤務時間以外の時間における業務に従事する

場合の勤務時間等）」に改め、同条第１項中「上尾市消防職員服務規程（昭

和６１年上尾市消防本部訓令第６号）」を「服務規程」に、「他律的業務」

を「通常の勤務時間以外の時間における業務」に改める。  

 別記様式を次のように改める。



別記様式(第３条関係) 

 

 

勤 務 時 間 等 割 振 変 更 簿 

 

 

所属名           氏名            

変更する勤務日 

変更後の

勤務時間

等 の 組 

割 振 変 更 を 必 要 と す る 事 由 承認欄 

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

   月   日       

 



附  則  

この訓令は、令和７年４月１日から施行する。  


